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税務訴訟資料 第２７２号（順号２０２２－８） 

 

 東京高等裁判所 令和●●年（○○）第●●号 差押処分無効等確認請求控訴事件 

 国側当事者・国（京橋税務署長事務承継者東京国税局長） 

 令和４年３月２４日棄却・上告 

 （第一審・東京地方裁判所、令和●●年（○○）第●●号、令和３年１０月２８日判決、本資料・

徴収関係判決令和３年判決分（順号２０２１－２６）） 

 

    判    決 

 控訴人         Ｘ株式会社 

 同代表者代表取締役   Ａ 

 被控訴人        国 

 同代表者法務大臣    古川 禎久 

 処分行政庁      京橋税務署長事務承継者 

             東京国税局長 

市川 健太 

 同指定代理人      神永 暁 

 同           濱辺 希 

 同           尾形 信周 

 同           宍道 浩介 

 同           三島 雅之 

 

    主    文 

 １ 本件控訴を棄却する。 

 ２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 控訴の趣旨 

  １ 原判決を取り消す。 

  ２ 京橋税務署が控訴人に対してした原判決別紙２差押処分目録記載の各差押処分は、いずれも

無効であることを確認する。 

 第２ 事案の概要 

  １ 本件は、控訴人が、京橋税務署長が控訴人に対し平成２３年１月１３日付けでした原判決別

紙２差押処分目録記載１及び２の各差押処分並びに京橋税務署職員が控訴人に対し平成２６

年９月１９日付けでした同目録記載３の差押処分は、いずれも既に消滅した滞納税金等に基

づいて行われたものであり、重大かつ明白な違法があるから無効であるとして、被控訴人に

対し、その無効の確認を求める事案である。 

  ２ 原審は、本件訴えのうち、同目録記載３の差押処分の無効確認を求める部分を却下し、控訴

人のその余の請求をいずれも棄却したので、控訴人がこれを不服として控訴した。 

  ３ 関係法令等の定め、前提事実、争点及びこれに関する当事者の主張は、次のとおり補正する



2 

 

ほかは、原判決「事実及び理由」欄の「第２ 事案の概要」の１から４まで（原判決２頁３

行目から１１頁６行目まで。別紙を含む。）に記載のとおりであるから、これを引用する。 

  （１）原判決２頁２５行目から２６行目にかけての「当該各号に」から３頁１行目の「平成２７

年法律第９号」までを「その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に掲げる期間を経過

した時から更に進行する（国税通則法７３条１項。ただし、平成２９年法律第４５号」に改

める。 

  （２）原判決５頁８行目の「同目録記載２「差押債権」欄」として引用する（原判決２０頁）同

欄４行目の「平成８年度証２５７号」を「平成８年度証第４５７号」に改める。 

  （３）原判決６頁１４行目の次に改行して次のとおり加える。 

    「 上記取立てに係る本件債権３相当額は控訴人の滞納税の一部に充当されており、本件差

押処分３が無効であれば、他の滞納税等に充当されるべきことになるので、控訴人にとっ

て、控訴人の有する誤納金返還請求権の額は直ちに明らかでなく、訴訟提起等を行うこと

は困難である。他方で、本件差押処分３の無効を確認すれば、被控訴人による誤納金の返

還等の手続に進むことが想定される。したがって、本件差押処分３の無効確認訴訟に比べ

て給付訴訟が直截的な請求であるとはいえず、原告適格が認められる。」 

  （４）原判決８頁１６行目の「平成１８年７月３１日から」を削る。 

  （５）原判決１１頁６行目の次に改行して次のとおり加える。 

    「 控訴人は、本件各消費税等について、督促状の送付を受けていない。督促等の決議がさ

れたことのみから督促状を発したと推認することは許されず、督促状を発したことを示す

的確な証拠は提出されていない。また、納付誓約書は、滞納者が納税の猶予を懇願するも

のであり、あらかじめ文面が印刷され、滞納者が拒否できない力関係の下で作成される任

意性の薄いものであるから、これを目的外の時効中断に利用するのは違法である。」 

 第３ 当裁判所の判断 

  １ 当裁判所も、本件訴えのうち、本件差押処分３の無効確認を求める部分は不適法であり、控

訴人のその余の請求は理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり補正するほかは、

原判決「事実及び理由」欄の「第３ 当裁判所の判断」の１から３まで（原判決１１頁８行

目から１７頁２２行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。 

  （１）原判決１２頁４行目の次に改行して次のとおり加える。 

    「 控訴人は、本件差押処分３が無効であれば、本件債権３相当額は他の滞納税等に充当さ

れるべきことになるので、控訴人にとって、控訴人の有する誤納金返還請求権の額は直ち

に明らかでなく、給付訴訟を提起することは困難であるとした上、本件差押処分３の無効

を確認すれば、被控訴人による誤納金の返還等の手続に進むことが想定されるので、本件

差押処分３の無効確認訴訟に比べて給付訴訟が直截的な請求であるとはいえず、原告適格

が認められる旨主張する。 

      しかし、本件差押処分３が無効である場合に、本件差押処分３に基づく取立金が当然に

他の滞納税等に充当されると解する根拠はなく、控訴人の上記主張は前提を欠くものであ

って、採用できない。」 

  （２）原判決１３頁４行目の「平成１８年７月３１日」を「平成１７年６月２９日」に改め、７

行目の「平成１８年７月３１日から」を削る。 

  （３）原判決１４頁９行目の次に改行して次のとおり加える。 
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    「 また、本件各延滞税については、本件全証拠によっても納付の事実を認めることはでき

ない。」 

  （４）原判決１４頁１２行目及び１３行目を次のとおり改める。 

    「 控訴人は、本件各消費税等について督促状の送付を受けていない旨主張する。」 

  （５）原判決１４頁２０行目の次に改行して次のとおり加える。 

    「 なお、控訴人は、督促等の決議がされたことのみから督促状を発したと推認することは

許されない旨も主張するが、京橋税務署が長期間にわたり控訴人について督促等の決議を

しながら督促状を発送しない事情は見当たらず、上記のとおり推認するのが不合理とは解

されない。」 

  （６）原判決１５頁１４行目から１５行目にかけてと２１行目の「民法１４７条１項３号」を

「民法１４７条３号」に改める。 

  （７）原判決１６頁６行目から７行目にかけての「経過していない。」の次に「また、本件消費

税等１２から１４までについても、順に各法定納期限後の平成２０年１１月２５日、平成２

１年１１月２６日、平成２２年１１月２９日に督促等決議がされており（乙３の１２ないし

１４）、その頃督促状が発送されたと推認することができ、本件差押処分１及び２の時点で

消滅時効は完成していない。」を加える。 

  （８）原判決１６頁７行目から８行目にかけての「本件消費税等５から１１まで及び本件延滞税

１から４まで」を「本件消費税１２の残額１５万４４００円、本件消費税１３及び本件消費

税１４並びに本件各延滞税」に改める。 

  （９）原判決１６頁９行目の次に改行して次のとおり加える。 

    「 なお、控訴人は、納付誓約書について、滞納者が納税の猶予を懇願するものであり、あ

らかじめ文面が印刷され、滞納者が拒否できない力関係の下で作成される任意性の薄いも

のであるから、これを目的外の時効中断に利用するのは違法である旨主張するが、本件全

証拠によっても、控訴人が作成した本件納付誓約書１から３までについて、その任意性を

疑わせる事情は認められない。」 

  ２ その他、控訴人が種々主張する点を考慮しても、以上の認定、判断を左右するものはない。 

 第４ 結論 

    よって、本件訴えのうち本件差押処分３の無効確認を求める部分を却下し、控訴人のその余

の請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することと

して、主文のとおり判決する。 

 

東京高等裁判所第２民事部 

裁判長裁判官 渡部 勇次 

   裁判官 湯川 克彦 

   裁判官 澤田 久文 


